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○ 職員の懲戒処分について

令和６年度職員の懲戒処分者数 ・・・・・・・・  １ 

市長事務部局 ・・・・・・・・  ２ 

 消防局 ・・・・・・・・  ３ 

  水道局 ・・・・・・・・  ４ 

教育委員会  ・・・・・・・・  ５ 





（　　　　全　　市　　　　） （単位：人）

区　　分 戒告 減給 停職 免職 合　計

給与・任用に関する不正
（手当の不正受給等）

0 0 0 0 0

服務規律違反
（欠勤等）

1 3 2 0 6

一般非行
(暴行・窃盗・わいせつ等）

0 2 0 4 6

不適正な事務処理
(収賄・公金横領等）

0 0 0 2 2

道路交通法違反 0 0 0 2 2

上司の管理監督責任 4 0 0 0 4

合　　計 5 5 2 8 20

－1－



令和６年度の職員の懲戒処分【市長事務部局】 

１ 件数 

（単位：人） 

戒 告 減 給 停 職 免 職 合 計 

３ ５ ２ １ 11 

２ 概要（主なもの） 

⑴ 令和６年９月 13 日 農林水産局部長によるセクシュアル・ハラスメント

及びパワー・ハラスメント 

令和５年 12 月から令和６年５月にかけて、部下職員に対し、異性として

執着していると思わせる発言をし、又は行動をとるなどのセクシュアル・

ハラスメントを行うほか、謂れのない長時間の叱責や面談と称して長時間

拘束するなどのパワー・ハラスメントを行ったもの。 

本   人：停職６月 

管理監督者：文書訓戒１人 

⑵ 令和７年１月 16 日 東区係長による準公金に準じる現金の横領等

令和４年４月から令和６年４月までの間に、東区自治組織会長会の運営

経費に充てる会費等が入金されている預金口座から不正に出金し、出金し

た現金を私的に流用した後、後日同口座に不正に入金する行為を繰り返し

ていたもの。 

本   人：懲戒免職 

管理監督者：戒告２人、文書訓戒２人、口頭訓戒１人 

⑶ 令和 7 年 3 月 21 日 環境局部長によるパワー・ハラスメント

令和４年度に現所属に着任して以降、部下職員への指導の際に強い口調

で叱責する等の威圧的な言動を行ったとして、部下職員への指導方法を改

善するよう上司等から繰り返し指導を受けていたにもかかわらず、部下職

員に対して、協議の場で睨みつける、机を叩きながら叱責する等のパワ

ー・ハラスメントを行ったもの。 

本   人：減給（1/10）６月 

管理監督者：口頭訓戒１人 
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令和６年度の職員の懲戒処分【消防局】 

１ 件数 

（単位：人） 

戒 告 減 給 停 職 免 職 合 計 

０ ０ ０ １ １ 

２ 概要 

⑴ 令和６年 10 月 25 日 消防局係長による飲酒運転（自転車）及び窃盗

令和６年９月 26 日、飲酒し酒に酔った状態で自転車を窃盗し、当該自転

車を運転していたところ、警察に呼び止められ、その後、窃盗の容疑で逮

捕されたもの。 

本   人：懲戒免職 

管理監督者：文書訓戒１人、口頭訓戒２人 
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令和６年度の職員の懲戒処分【水道局】 

１ 件数 

（単位：人） 

戒 告 減 給 停 職 免 職 合 計 

０ ０ ０ ２ ２ 

２ 概要 

⑴ 令和６年４月 26 日 水道局係員による盗撮未遂

令和５年 11月 4日に佐賀市内の知人の家の脱衣所にスマートフォンを設

置し、女性の裸体を盗撮したことにより、性的姿態撮影等処罰法違反の容

疑で令和５年 11 月 28 日に逮捕された。 

また、同様の行為を令和５年 10 月 28 日に別の知人宅でも行っていたも

の。 

本   人：懲戒免職 

管理監督者：口頭訓戒１人 

⑵ 令和６年 10 月 25 日 水道局係員による飲酒運転（自転車）

令和６年 10 月 14 日の午後 11 時頃から翌 15 日の午前４時頃まで市内の

飲食店で飲酒した後、帰宅のため博多区住吉付近を自転車で走行し、タク

シーとの接触事故を起こしたもの。

  本   人：懲戒免職  

管理監督者：口頭訓戒４人 
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令和６年度の職員の懲戒処分【教育委員会】 

１ 件数 

（単位：人） 

戒 告 減 給 停 職 免 職 合 計 

２ ０ ０ ４ ６ 

２ 概要（主なもの） 

⑴ 令和６年４月 26 日 中学校教諭による児童買春等

令和５年 10 月 28 日、当時 14 歳の女子中学生に対し、３万円の対償を

供与して、みだらな行為をし、もって児童買春をした。このほか、複数の

女子高校生などに対して同様の行為をするとともに、その様子を盗撮した

もの。 

本   人：懲戒免職 

管理監督者：文書訓戒１人 

⑵ 令和６年４月 26 日 学校用務員によるストーカー行為

知人女性に対する好意の感情を充足する目的で、令和４年７月下旬から

令和５年１月まで、令和５年４月から同年６月 21 日までの計約９か月にわ

たって、当該女性の承諾を得ず、自動車にＧＰＳ機器を繰り返し取り付け、

位置情報を取得するストーカー行為をしたもの。 

本   人：懲戒免職  

管理監督者：文書訓戒１人 

⑶ 令和６年 12 月 25 日 小学校教諭による公物窃取

令和６年８月 12 日から同年９月７日までの間に、所属校の物品であるデ

ジタルカメラ２台、ポータブルアンプ１台及びタブレット端末４台の計７

点を無断で持ち出し、質に入れたもの。 

本   人：懲戒免職 

管理監督者：戒告１人、口頭訓戒２人 
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